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平成 21 年（2009 年）5 月 29 日
広島市財政局契約部工事契約課

平成２１年度 建設工事等に係る入札･契約制度の改善について

本市の建設工事及び建設コンサルタント業務等に係る入札・契約制度については、継続した見直しが必

要であると考えており、これまでにも毎年度、種々の改善を行っていますが、平成２１年度においても、

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨を踏まえて、さらに一層の透明性を確保

し、業者間の公正な競争を促進するとともに、談合等の不正行為の防止を図るため、次のとおり入札及び

契約制度の改善を行います。

１ 随意契約対象工事において一般競争入札を試行

地方自治法の規定では一般競争入札が原則とされていることを踏まえ、設計金額１００万円以上予定

価格２５０万円以下の工事の随意契約の一部について、一般競争入札を試行的に導入します。

なお、予定価格２５０万円以下の工事の一般競争入札については、低入札価格調査制度を適用しませ

ん。

２ 共同企業体発注対象工事の規模の見直し

等級区分及び発注標準の見直しに合わせ、共同企業体に発注する土木一式工事及び建築一式工事の対

象工事の規模（１件当たりの設計金額）を５億円以上から６億円以上に引き上げます。

３ 一般競争入札の拡大

一般競争入札の適用対象を、原則として設計金額５００万円以上から予定価格が１００万円を超える

ものに拡大します。

なお、建設コンサルタント業務等においては、一般競争入札のみ適用していた低入札価格調査制度を、

今後、通常型指名競争入札を含めた全ての競争入札に適用します。

４ 企業実態調査制度の導入

不良・不適格業者を排除するため、工事と同様に事務所の状況や技術者の資格・雇用状況等を確認す

る企業実態調査制度を導入します。

５ 実施時期

上記の建設工事及び建設コンサルタント業務等に係る改善については、平成２１年６月１日以降に入札

公告等を行うものから適用します。

建設工事に係る改善

建設コンサルタント業務等に係る改善

未定稿
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その他のお知らせ

１ 平成２１・２２年度建設工事競争入札参加資格の認定について

本市の建設工事競争入札参加資格は２年ごとに認定しており、平成２１･２２年度分については、入

札参加資格審査申請書の受付を昨年１１月から１２月にかけて行い、審査の結果、平成２１年４月２８

日付けで認定し、翌日から適用しています。

資格登録工種（２９工種）のうち、土木一式工事等の５工種については、建設工事の規模及び内容や

建設業者の施工能力に応じた発注を行うため、「等級区分」及び「発注標準」 を設定しています。等級

区分及び発注標準については、平成２１･２２年度資格登録業者数の状況を踏まえて、簡素化しました。

なお、地元業者及び工事成績優良業者に対しては、これまでと同様に入札参加範囲の拡大について、

配慮しています。

（参考）

等級区分数

土木一式工事・建築一式工事・・・５等級(A～E)→４等級(A～D) 

電気工事・管工事・・・・・・・・・・４等級(A～D)→３等級(A～C) 

舗装工事・・・・・・・・・・・・・・３等級(A～C)→（変更なし）

造園工事・・・・・・・・・・・・・・３等級(A～C)→ランク廃止

⑴ 等級区分

ア 土木一式工事・建築一式工事

等級 総 合 数 値

Ａ １，２００点以上

Ｂ ９００点以上 １，２００点未満

Ｃ ６００点以上 ９００点未満

Ｄ ６００点未満

イ 電気工事・管工事・舗装工事

等級 総 合 数 値

Ａ １，０００点以上

Ｂ ６００点以上 １，０００点未満

Ｃ ６００点未満
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⑵ 発注標準

ア 土木一式工事

発 注 工 事 設 計 金 額 等 級 区 分

６億円以上 Ａ

３億円以上 ６億円未満 Ａ Ｂ

１億５，０００万円以上 ３億円未満 Ｂ Ａ

1億円以上 １億５，０００万円未満 Ｂ Ｃ

３，０００万円以上 1億円未満 Ｃ Ｂ

１，０００万円以上 ３，０００万円未満 Ｃ Ｄ

１，０００万円未満 Ｄ Ｃ

イ 建築一式工事

発 注 工 事 設 計 金 額 等 級 区 分

６億円以上 Ａ

３億円以上 ６億円未満 Ａ Ｂ

２億円以上 ３億円未満 Ｂ Ａ

１億５，０００万円以上 ２億円未満 Ｂ Ｃ

５，０００万円以上 １億５，０００万円未満 Ｃ Ｂ

２，０００万円以上 ５，０００万円未満 Ｃ Ｄ

２，０００万円未満 Ｄ Ｃ

ウ 電気工事

発 注 工 事 設 計 金 額 等 級 区 分

２億円以上 Ａ

１億５，０００万円以上 ２億円未満 Ａ Ｂ

３，０００万円以上 １億５，０００万円未満 Ｂ Ａ

２，０００万円以上 ３，０００万円未満 Ｂ

１，０００万円以上 ２，０００万円未満 Ｂ Ｃ

１，０００万円未満 Ｃ Ｂ

エ 管工事

発 注 工 事 設 計 金 額 等 級 区 分

２億円以上 Ａ

１億５，０００万円以上 ２億円未満 Ａ Ｂ

３，０００万円以上 １億５，０００万円未満 Ｂ Ａ

２，０００万円以上 ３，０００万円未満 Ｂ

１，０００万円以上 ２，０００万円未満 Ｂ Ｃ

１，０００万円未満 Ｃ Ｂ

オ 舗装工事

発 注 工 事 設 計 金 額 等 級 区 分

１億５，０００万円以上 Ａ

５，０００万円以上 １億５，０００万円未満 Ａ Ｂ

３，０００万円以上 ５，０００万円未満 Ｂ Ａ

１，０００万円以上 ３，０００万円未満 Ｂ Ｃ

５００万円以上 １，０００万円未満 Ｃ Ｂ

５００万円未満 Ｃ

（注１） 等級区分の中欄は、地元業者に限る。

（注２） 等級区分の右欄は、工事成績優良業者に適用する。
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２ 建設工事及び建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請の追加受付について

平成２０年度まで原則として半年ごとに行っていた競争入札参加資格申請の追加受付を、平成２１年

度から原則として３か月ごとに行います。（一斉更新受付のある年を除く。）

(参考)平成 21・22 年度建設工事及び建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請の追加受付

平成 21・22 年度に広島市、広島市水道局及び広島市病院事業局における建設工事又は建設コンサルタン

ト業務等（地質調査業務、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務、

補償関係コンサルタント業務）の一般競争入札及び指名競争入札に参加したい事業者は、「業者登録受付シス

テム」により、申請入力画面上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、必要書類を添えて郵便等

により工事契約課に提出してください。

⑴ 申請の対象者

・競争入札参加資格者として新規に本市の競争入札への参加を希望する者

・競争入札参加資格者（既認定者）で工種や業種等の追加を希望する者

⑵ 申請（入力）期間

平成２１年度１回目：平成２１年５月２５日（月）から同年５月２９日（金）まで

平成２１年度２回目：平成２１年８月２５日（火）から同年８月３１日（月）まで

平成２１年度３回目：平成２１年１１月２４日（火）から同年１１月３０日（月）まで

平成２１年度４回目：平成２２年２月２２日（月）から同年２月２６日（金）まで

⑶ 提出書類の提出期限

平成２１年度１回目：平成２１年６月８日（月）必着

平成２１年度２回目：平成２１年９月１０日（木）必着

平成２１年度３回目：平成２１年１２月１０日（木）必着

平成２１年度４回目：平成２２年３月８日（月）必着

競争入札参加資格申請の追加受付の詳細については、広島市ホームページから「入札・契約」→「建設
工事及び建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請の追加受付について」でご覧になれます。

３ 低入札価格調査報告書の提出方法の見直し

⑴ 建設工事

建設工事の競争入札において、事前公表した調査基準価格を下回る入札を行う場合は、あらかじめ

低入札価格調査報告書を作成し、工事費内訳書と一緒に電子入札システムの入札書に添付して送付す

ることとしていましたが、平成２１年６月以降に入札公告を行うものについては、開札終了後、最低

価格提示者にのみ低入札価格調査報告書の提出（一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限まで

に、工事担当課へ紙により持参)を求めます。

⑵ 建設コンサルタント業務等

建設コンサルタント業務等の競争入札においても建設工事と同様に、開札終了後、最低価格提示者

にのみ低入札価格調査報告書の提出（一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに、業務担

当課へ紙により持参)を求めます。

４ 低入札価格調査制度に係る工事費内訳書及び積算内訳書の無効について

⑴ 建設工事

建設工事の低入札価格調査制度に係る工事費内訳書の内容が工事費内訳書作成要領の無効事由に

該当（低入札価格調査マニュアルによる数値的判断基準を満たさないとき）した場合は工事費内訳書

を無効とし、当該入札を無効とします。(「工事費内訳書作成要領」参照)
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なお、最低価格提示者の工事費内訳書が無効である場合、入札参加資格が確認できない場合又は低

入札価格調査により落札者としない場合等は、後日、次順位以降の低入札価格提示者で工事費内訳書

の内容が、数値的判断基準を満たしている者に対して、一般競争入札参加資格確認申請書等及び低入

札価格調査報告書の提出を求めます。

建設工事における「工事費内訳書作成要領」のホームページは、広島市ホームページから「入札・契約」
→「契約部」→「各種様式集」→「工事・建設コンサル」→「（工事）工事費内訳書」→「工事費内訳書
作成要領」でご覧になれます。

⑵ 建設コンサルタント業務等

建設コンサルタント業務等の低入札価格調査制度に係る積算内訳書の無効についても、建設工事と

同じ扱いとなります。※上記、「工事費内訳書」を「積算内訳書」に読み替えてください。

(「積算内訳書作成要領」参照)

建設コンサルタント業務等における「積算内訳書作成要領」のホームページは、広島市ホームページか
ら「入札・契約」→「契約部」→「各種様式集」→「工事・建設コンサル」→「（コンサル）積算内訳書」
→「積算内訳書作成要領」でご覧になれます。

５ 建設工事における技術者配置の特例の変更

調査基準価格の８５パーセントを下回る価格で契約する場合の技術者配置の特例を廃止します。

調査基準価格を下回る価格で契約する場合、今後は、次のとおり技術者の配置を求めます。

設計金額が２，５００万円（建築一式工事の場合は、５，０００万円）以上の工事において、調査基

準価格を下回る価格で契約する者については、請負金額の如何にかかわらず、建設業法で定められた主

任技術者を専任で工事現場に配置することとします。

また、設計金額が２，５００万円（建築一式工事の場合は、５，０００万円）未満の兼任工事件数は、

次のとおりとします。

設計金額２，５００万円（建築一式工事の場合は、５，０００万円）未満の兼任工事件数は、２件以

下とし、請負金額が５００万円（建築一式工事の場合は、１，５００万円）未満の兼任工事件数は、３

件以下とします。

６ 下請契約の実態調査の実施

調査基準価格の８５パーセントを下回る価格で契約した場合等において、下請契約の実態を把握する

ため、アンケート調査を実施します。

調査では、下請契約の状況や下請契約の契約（計画）時、工事完了時の工事費に係る原価割れの有無

等の状況を確認します。（「低入札価格調査確認マニュアル」参照）

「低入札価格調査確認マニュアル」のホームページは、広島市ホームページから「入札・契約」→「契約
部」→「関係規程」→「建設工事の競争入札に関する要綱等の一覧」→「（工事）契約の手続等に関する
こと」→「低入札価格調査確認マニュアル」でご覧になれます。
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補 足 事 項

１ 電子入札システムの操作に関する問い合わせ

システム操作に関して不明な点がある場合は、電子調達ヘルプデスク（０８２－８４８－４１１５）

までお問い合わせください。

２ 発注見通し、入札公告及び入札結果の公表

「広島市電子調達システムポータルサイト」から見ることができます。

問い合わせ先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市財政局契約部工事契約課

電話(082)504-2280（直）

e-mail   keiyaku-koji@city.hiroshima.jp 
広島市ホームページ http://www.city.hiroshima.jp/ 


